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１．計画策定の趣旨  
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１－１．計画策定の背景と目的 

金沢市では、平成 23（2011）年３月に「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」（計画期間：

平成 22（2010）年度～令和元（2019）年度）を策定し、“はしる・とめる・つかう・まもる”の

４つの基本方針に基づき、「自転車走行指導帯」による“まちなか自転車ネットワーク”の整備、新

たな駐輪場の設置、公共レンタサイクル「まちのり」の本格実施、「自転車マナーアップの日」

における街頭指導などのルール・マナー啓発活動を展開してきました。 

また、平成 28（2016）年３月には、計画の中間見直しを行い、先の４つの基本方針を基軸と

しつつ、これまでの取組や成果を“つなぐ・ひろめる”という視点から見直しを行い、まちなかだ

けでなく、市全域の自転車利用環境向上を目指して、各種施策を展開しています。 

そのほか、国土交通省金沢河川国道事務所・石川県・石川県警察本部と連携し、平成 23（2011）

年２月に「金沢自転車ネットワーク協議会」を設立し、自転車通行空間整備に関するガイドライ

ンの策定、自転車ネットワーク路線の選定、自転車通行空間の整備・効果検証を行うとともに、

継続的に勉強会を開催し、先進事例の研究や協議会の取組の発信、関係者間の意見交換を通して、

連携強化を図ってきています。 

一方、国では、平成 24（2012）年 11 月に国土交通省と警察庁が「安全で快適な自転車利用環

境創出ガイドライン」を策定し、平成 25（2013）年には改正道路交通法の施行により自転車の

路側帯通行が左側に限定されるなど、自転車を取り巻く環境も大きく変化してきました。さらに、

平成 29（2017）年５月に「自転車活用推進法」が施行、平成 30（2018）年６月には「自転車活

用推進計画」が策定され、渋滞緩和や環境保全、健康増進、観光振興など、多様な自転車の活用

が求められており、全国的に地方版自転車活用推進計画の策定が進められています。 

このような背景を踏まえ、これまでの「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」の施策に加

え、多様な視点で自転車活用の推進を目的とした『金沢市自転車活用推進計画』を策定するもの

です。 
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＜金沢市や全国の自転車利用環境に関する主な取組経緯＞ 

年度 金沢市内の主な取組 全国の主な取組 

H22 年 
（2010 年）

・「金沢自転車ネットワーク協議会」設立
（H23.2） 

・「金沢市まちなか自転車利用環境向上計
画」の策定（H23.3） 

－ 

H23 年 
（2011 年）

・金沢市公共レンタサイクル「まちのり」
の本格実施開始（H24.3） 

・「良好な自転車交通秩序の実現のための総合
対策の推進について」の都道府県警察への通
達（警察庁、H23.10） 

H24 年 
（2012 年）

・「自転車利用環境向上会議 2012 in 金沢」
の開催（H24.10） 

・有松・久安地区における「自転車専用通
行帯」の整備（金沢市・石川県警察本部、
H24.11）

・「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラ
イン」の策定（国土交通省・警察庁、H24.11）

H25 年 
（2013 年）

・「金沢自転車通行空間整備ガイドライン
（案）」の策定（金沢自転車ネットワーク
協議会、H25.8） 

・「金沢中心市街地の自転車通行空間整備
ネットワーク（案）」の策定（金沢自転車
ネットワーク協議会、H26.2） 

・改正「道路交通法」の施行（自転車の路側帯
における左側通行）（H25.12） 

H26 年 
（2014 年）

・「金沢市における自転車の安全な利用の
促進に関する条例」の施行（H26.4） 

・北陸新幹線金沢開業（H27.3） 
・「金沢自転車通行空間整備ガイドライン
（案）」の改訂（金沢自転車ネットワーク
協議会、H27.3） 

－ 

H27 年 
（2015 年）

・「金沢市まちなか自転車利用環境向上計
画」の中間見直し（H28.3） 

・改正「道路交通法」の施行（悪質自転車運転
者に対する自転車運転者講習の受講義務化）
（H27.6） 

H28 年 
（2016 年）

・「広域的な自転車ネットワーク候補路線
（案）」の選定（金沢自転車ネットワーク
協議会、H29.3） 

・「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラ
イン（改定版）」の策定（H28.7） 

H29 年 
（2017 年）

・「金沢市における自転車の安全な利用の
促進に関する条例」の改正（自転車損害
賠償保険の加入義務化など）（H29.9）

・「自転車活用推進法」の施行（H29.5） 

H30 年 
（2018 年）

・改正「金沢市における自転車の安全な利
用の促進に関する条例」の施行（H30.4）

・「金沢の自転車施策 10年誌」の作成（金
沢自転車ネットワーク協議会、H31.3）

・「自転車活用推進計画」の策定（H30.6） 

R 元年 
（2019 年）

・金沢市公共シェアサイクル「まちのり」
のリニューアル（R2.3） 

・「金沢市自転車活用推進計画」の策定
（R2.3）

・「道路構造令」の改正（自転車通行帯の規定
追加）（H31.4） 
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１－２．計画区域と期間 

１）計画区域 

計画区域は、市域全体で自転車活用を推進するため、市全域とします。 

また、自転車は市域に関わらず多様な用途で利用されているため、石川県や近隣市町（白山市・

野々市市・津幡町・内灘町）と連携を図り、自転車利用者の安全性・快適性の向上や活用推進を

図ります。 

 

２）計画期間 

計画期間は、令和２（2020）～11（2029）年度の 10 ヵ年とします。 

全国的な動向や市内の自転車利用実態の変化などを踏まえ、計画の段階的な実現を目指すため

に、適宜中間見直しを行うものとします。 
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１－３．本計画の位置づけ 

自転車活用推進法の第 11条において、「市町村は、自転車活用推進計画を勘案して、当該市町

村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなけ

ればならない。」とされています。本計画は、同法に基づく市町村版の自転車活用推進計画です。 

本計画は、本市の将来都市像を定めた「世界の交流拠点都市金沢をめざして」「世界の交流拠

点都市金沢 重点戦略計画」を上位計画とするとともに、都市計画や交通、環境、健康、観光な

どの関連計画との整合を図った上で、本市の自転車施策に関する最上位の計画として位置づけ策

定するものです。 

自転車活用推進法（H29.5 施行） 自転車活用推進計画（H30.6 策定） 

金沢市都市計画マスタープラン 
（R元.8 策定） 

・公共交通、歩行者、自転車優先のまちづ
くりの推進 

世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画（R2.2 改定） 
・安全で快適な自転車環境の創出    ・レンタサイクル「まちのり」の拡充 
・自転車ルール遵守、マナー向上の促進 

金沢市自転車活用推進計画（R2.3 策定）

世界の「交流拠点都市金沢」をめざして（H25.3 策定） 

金沢市観光戦略プラン 
（H28.3 策定、H30.12 改定） 

・ゆっくりと楽しみながら周遊できる環
境づくりを行う 

金沢市環境基本計画＜第 3次＞
（H30.3 策定） 

金沢市中心市街地活性化基本計画
（H29.3 認定、R元.6 変更） 

・歩行者、自転車通行空間の充実 

第２次金沢交通戦略（H28.3 策定） 
・交通結節点の整備（サイクル＆ライド駐
輪場整備） 
・自転車利用環境の向上 

国や県の法律・計画 

市の上位・関連計画 

第 10 次金沢市交通安全計画 
（H28.12 策定） 

・歩行者及び自転車の安全確保

石川県自転車活用推進計画（R2.3 策定）

＜本計画に関連する主な法律や計画＞

金沢市健康教育推進プラン 2019 
（H31.3 策定） 

・
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２．自転車利用の現状と課題  
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２－１．はしる（自転車通行空間整備） 

金沢市内の自転車通行空間整備は、令和２（2020）年３月時点で 36.4kmが整備済み（国道・

県道含む延長、一部野々市市内整備含む）であり、市道では 27.6kmが整備済みとなっています。

国・県・警察と密に連携を図ることで、連続的な自転車通行空間整備を進めていますが（自転車

ネットワーク路線の総計画延長：約 240km）、整備率は約 15％と低い状況です。 

令和元（2019）年アンケート調査における、自転車で

の走りやすさに対する満足度では、高校生の満足との回

答（「とても満足」「まあ満足」の合計）が約４割となっ

ています。一方で、市民は 15％と低く、不満が満足を大

きく上回っており、継続的な自転車ネットワークの整備

や安全対策が必要となっています。 

 

 
＜自転車通行空間整備済み路線延長（R2.3 時点）＞ 

 

※「わからない」の選択肢を除いて集計 

＜金沢市の自転車施策に対する満足度（自転車での走りやすさ）＞ 
（令和元年金沢市の自転車利用実態に関するアンケート調査より） 

※構成比は、小数点以下第 1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100%とはならない（以下、同様）。
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２－２．とめる（駐輪環境整備） 

駐輪環境の向上に向けて、駐輪場における長期駐輪防止の警告書の取付けや自転車の移動、駐

輪場への案内看板の設置を行うとともに、駐輪場利用実態調査の定期実施、放置禁止区域の拡大、

サイクル＆バスライド駐輪場整備などを進めています。これにより、路上放置自転車台数が平成

20（2008）年度から平成 30（2018）年度で 65％減少していますが（H20 年度：947 台→H30 年

度：327 台）、依然として路上放置自転車が発生しています。 

令和元（2019）年アンケート調査における、自転車の

とめやすさに対する満足度では、高校生の満足との回答

が約４割であるものの、市民は２割と低く、不満が満足

を大きく上回っており、放置自転車対策の充実や更なる

駐輪場環境の向上が必要となっています。 

 

 

＜路上放置自転車撤去台数と減少率（H20-H30）＞ 

 
※「わからない」の選択肢を除いて集計 

＜金沢市の自転車施策に対する満足度（自転車のとめやすさ）＞ 
（令和元年金沢市の自転車利用実態に関するアンケート調査より） 
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２－３．まもる（ルール遵守・マナー向上） 

自転車ルール遵守やマナー向上に向けては、「自転車マナーアップの日」における関係団体と

の連携による街頭指導の実施、小学３年生への正しい自転車の乗り方や自転車ルールの実技指

導、中学生や高校生に対する自転車ルール・マナー検定の実施などを行っています。また、平成

30（2018）年４月から自転車損害賠償保険の加入を義務化し、自転車安全利用促進事業連携企

業・団体と連携しながら、加入促進や安全利用の啓発も行っています。 

これらの取組の成果もあり、令和元（2019）年アンケート調査では、車道左側通行の認知度が、

前回の平成 21（2009）年度調査に比べて市民で 69%から 86%に、高校生で 50%から 84%に増

加しています。また、日常的な自転車通行位置では、車道左側通行が前回調査に比べて、市民で

15％から 30％に、高校生で 18％から 35％に増加しています。 

前計画に基づき、自転車施策を総合的に展開した成果として、市内の自転車関連事故発生件数

が平成 20（2008）年から令和元（2019）年で 72%減少しています（H20：659 件→R 元：184

件）。 

令和元（2019）年アンケート調査では、自転車損害賠償保険の加入率は 65%であり、「加入し

ていない」や「わからない」の合計は３割以上となっており、更なる加入促進が必要となってい

ます。 

また、令和元（2019）年アンケート調査における、自

動車や自転車のルール・マナーに対する満足度では、高

校生の満足との回答が約４割であるものの、市民は６％

と低く、不満が満足を大きく上回っており、幅広い年齢

層への交通安全教育の拡充が必要となっています。 

 

 
＜車道左側通行の認知度＞         ＜日常的な車道左側の通行割合＞
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＜金沢市における自転車関連事故発生件数の推移＞ 

 

 
＜自転車損害賠償保険の加入状況＞ 

（令和元年自転車損害賠償保険の加入に関するアンケート調査より） 
 

 
※「わからない」の選択肢を除いて集計 

＜金沢市の自転車施策に対する満足度（自動車や自転車のルール・マナー）＞ 
（令和元年金沢市の自転車利用実態に関するアンケート調査より） 
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２－４．つかう（自転車利用促進） 

「北陸新幹線金沢開業を見据えた来街者の二次交通の充実」と「市民の足としての都市内交通

の充実」という２つの目的のもと、平成 24（2012）年３月より開始した金沢市公共レンタサイ

クル「まちのり」では、運営主体との協働により、駐輪ラックの増設やサイクルポートの新設、

電動アシスト自転車の１日貸しなど利用者の利便性向上に取り組んでいます。また、まちのりク

ーポンの発行、地元の祭りやスポーツイベントと連携した企画など地域の賑わい創出に向けた多

様な取組も実施しています。これらの取組により、平成 26（2014）年度から令和元（2019）年

度にかけて６年連続で数値目標としている利用回数 10万回以上を達成しています。 

令和元（2019）年アンケート調査では、高校生の７割が「平日休日問わずほぼ毎日」「平日の

ほぼ毎日」自転車を利用していますが、「月に数回」以上自転車を利用している市民は 42％に留

まっています。また、まちのりについては、市民の 90％が知っていると回答する一方で、市民

の利用経験者は９％と少ない状況です。これらのことから、市民の自転車利用の促進や多様な活

用方策の検討が必要となっています。 

 
＜まちのりの年度別利用回数（R元.１時点）＞ 

※H23 年度は 3/24～3/31、R元年度は 4/1～1/13 の利用回数 

 
＜自転車の利用頻度＞ 

（令和元年金沢市の自転車利用実態に関するアンケート調査より）  
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３－１．基本目標 

前計画に基づき、平成 22（2010）年度から令和元（2019）年度にかけて総合的な自転車施

策を展開してきたことにより、自転車通行空間整備延長の増加、自転車事故の減少、路上放置

自転車台数の減少、自転車ルールの認知度の向上、まちのり利用回数の数値目標達成などの効

果が着実に現れてきています。 

一方で、自転車ネットワーク路線の整備率が低く、路上放置自転車が依然として発生してお

り、自転車ルール・マナーに対する満足度が低いなどの課題も明らかになっています。 

これらの現状や課題を踏まえるとともに、自転車活用推進法の施行が契機となり、多様な自

転車の活用を促進する社会動向を踏まえ、本計画では、市民の様々なライフスタイルに自転車

が浸透し、居住地や年齢、国籍に関わらず、誰もが安全で快適に自転車を活用することができ

るまちづくりを目指すことを基本目標として定めます。 

 

＜基本目標＞ 

市民のライフスタイルに自転車が浸透し、 

誰もが安全で快適に自転車を活用できるまちを創る 
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３－２．基本方針 

前計画の「はしる」「とめる」「まもる」「つかう」の４本柱は維持しつつ、従来の「つかう」

は「いかし ひろめる」とし、移動手段としての利用に加え、健康・観光など多様な視点で自

転車の活用を広く推進することで、本市におけるこれまでの取組を継続・発展させていきます。 

 

＜基本方針の４本柱＞ 

    安全で快適な自転車通行環境を創出する 

＜方針①＞自転車通行空間整備の推進 

＜方針②＞自転車事故多発箇所における交通安全対策の推進 

＜方針③＞自転車通行空間整備済み路線におけるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟの実施

便利で使いやすい駐輪環境を創出する 

＜方針①＞駐輪場の利用環境の向上 

＜方針②＞長期駐輪及び路上放置対策の強化 

＜方針③＞新たな駐輪施設の整備 

自転車のルール遵守・マナー向上を図る 

＜方針①＞ライフステージ別の交通安全教育の充実 

＜方針②＞自転車損害賠償保険の加入及びヘルメットの着用促進

＜方針③＞来街者、外国人へのルール遵守・マナー向上の啓発 

＜方針①＞

＜方針②＞観光やまちの賑わいへの自転車の活用推進 

＜方針③＞シェアサイクル「まちのり」の利用促進 

＜方針④＞災害時における自転車の活用 

＜方針⑤＞自転車活用のための情報の発信 

＜方針⑥＞サイクルアクティビティの普及促進 
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４．自転車活用推進施策  
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４－１．はしる（自転車通行空間整備） 

安全で快適な自転車通行環境を創出する 

人中心の交通体系を目指し、歩行者の通行空間確保を最優先とした上で、

自転車通行空間の整備を行い、自転車が安全で快適に通行できる環境を創出

します。 

 

【方針①】自転車通行空間整備の推進 

（１）自転車ネットワーク路線における自転車通行空間整備の推進 

・金沢自転車ネットワーク協議会において選定されている「金沢中心市街地の自転車通行空間整備

ネットワーク（案）（平成26（2014）年２月策定）」と「広域的な自転車ネットワーク候補路線（案）

（平成29（2017）年３月策定）」を対象として、継続的な自転車通行空間整備を推進します。 

・自転車ネットワーク路線の整備にあたっては、金沢自転車ネットワーク協議会を通して、関係機

関である国、県、警察などとの連携を図り、安全で快適な自転車通行空間の整備を推進するとと

もに、自転車利用ニーズに対応して、適宜自転車ネットワーク路線の見直しを検討します。 

・自転車ネットワーク路線において、無電柱化事業が実施される際は、自転車通行空間整備を推進

します。 

・自転車通行空間の整備形態選定や整備手法の検討にあたっては、「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン（国土交通省・警察庁）」や「金沢自転車通行空間整備ガイドライン（案）（金

沢自転車ネットワーク協議会）」に基づき検討しますが、全国的な取組事例なども参考とし、よ

り安全で快適な整備の可能性を検討します。 

  
＜交差点の矢羽根表示（森山北交差点）＞   ＜自転車走行指導帯（本多の森ホール前）＞ 
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（２）近隣市町との広域ネットワークの形成 

・通勤や通学などで、近隣市町から金沢市内へ移動する自転車利用者も多いことから、金沢市内だ

けでなく、近隣市町と連携し、連続的な広域ネットワークの形成に向けた検討、調整を行います。 

 
＜金沢市内の自転車ネットワーク路線と整備済み路線（R2.3 時点）＞ 
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【方針②】自転車事故多発箇所における交通安全対策の推進 

（１）路面表示や看板設置による交通安全対策の実施 

・石川県警察本部との連携を図り、自転車事故データの提供を受け、事故発生箇所や事故形態、発

生時間などを調査分析した上で、当該地点の道路交通状況を踏まえ、路面表示や看板設置、交通

規制の導入などによる交通安全対策を検討、実施します。 

・検討に際しては、金沢自転車ネットワーク協議会の分科会として設置されている、金沢自転車事

故対策研究会での検討結果等を踏まえることとし、関係機関が連携し、より効果的な対策を実施

します。 

・道路交通状況や道路構造などの問題により、路面表示や看板設置等による対応が困難な場合には、

適宜、交差点改良なども含め、抜本的な対策を検討します。 

  
＜細街路における交通安全対策（神宮寺）＞          ＜金沢自転車事故対策研究会＞ 

 

【方針③】自転車通行空間整備済み路線におけるフォローアップの実施 

（１）整備効果の検証や路面表示の更新 

・自転車通行空間を整備するだけでなく、国、県、警察などの関係機関と連携を図り、整備効果を

検証するとともに、整備後の事故発生状況や自転車通行実態を踏まえた交通安全対策を検討、実

施します。 

・路面表示により通行位置が示される自転車通行

空間は、自動車の通行による摩耗や紫外線による

劣化、除雪作業などにより、路面表示が経年的に

消失しています。このため、自転車ネットワーク

の拡大と併せて、路面表示の剥離が進む路線にお

いては適時補修を行うことで、継続的にわかりや

すい自転車通行空間の明示を図ります。 

  ＜補修後の路面表示（せせらぎ通り）＞ 
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４－２．とめる（駐輪環境整備） 

便利で使いやすい駐輪環境を創出する 

駐輪需要に応じた駐輪施設の整備や機能の拡充、適正利用を促進するとと

もに、自転車と公共交通との連携を強化することで、駐輪場の利便性向上を

図ります。 

 

【方針①】駐輪場の利用環境の向上 

（１）駐輪需要に応じた利用時間の弾力運用 

・交通結節点の駐輪場の利用時間については、鉄道やバスのような公共交通機関の運行時間を踏ま

えるとともに、各駐輪場の駐輪需要に応じた利用時間の弾力運用を行い、駐輪場利用者の利便性

向上を図ります。 
 

（２）駐輪場への適切な案内の充実 

・交通結節点や商業施設周辺などの放置駐輪が多い場所において、周辺駐輪場へ案内誘導するため

の案内看板を設置することで、放置駐輪の抑制や駐輪場の適正利用を図ります。 
 

（３）防犯カメラの設置促進、LED 照明への更新 

・駐輪場の防犯対策として、自転車の盗難などの犯罪を抑止するために防犯カメラを設置するとと

もに、夜間の安全性の向上や、省エネ及び CO2削減の観点から、既存の照明を LED 照明へと随

時更新します。 

  
＜駐輪場の防犯カメラ設置（香林坊）＞    ＜駐輪場照明の LED化（西金沢駅）＞ 

 

（４）多様な駐輪ニーズへの対応 

・ロードバイク等のスタンドがないスポーツ自転車や電動アシスト自転車、こどもを乗せる二人乗

り・三人乗り自転車、高齢者や体の不自由な方などの駐輪も考慮し、多様な駐輪ニーズに対応し

た既存駐輪場の改良や新たな駐輪施設の整備を推進します。  
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【方針②】長期駐輪及び路上放置対策の強化 

（１）長期駐輪防止啓発 

・駐輪場における長期駐輪は、駐輪スペースを減少させ、他の

利用者の利便性を低下させるため、駐輪場利用実態調査を実

施し、駐輪期間などを把握した上で、警告、移動を継続的に

実施し、駐輪場の適正利用を図ります。 

 

 

（２）巡回指導の強化 

・金沢駅前や片町地区などにおいて、自転車等放置禁止区域を

指定しています。放置防止指導員が、これらの自転車等放置

禁止区域を毎日巡回し、駐輪場への案内と指導を行います。 

 

 

 

（３）放置駐輪の多い箇所での自転車等放置禁止区域拡大の検討 

・放置駐輪が多い場所では、自転車の放置状況に関する調査を適宜行い、必要に応じて自転車等放

置禁止区域の拡大や新たな指定を検討します。また、自転車利用者に区域指定に対する理解を深

めてもらうために、放置駐輪の防止に向けた周知啓発活動を行います。 

 

（４）今後の社会情勢を考慮した駐輪場附置義務や有料化の検討 

・駐輪場の附置義務化については、放置駐輪の状況や既存施設の駐輪場整備状況などを踏まえ、金

沢市自転車等駐車対策協議会において継続的に検討します。また、駐輪場の有料化についても、

路上駐輪増加への対応や有料化した場合の費用対効果などを踏まえ、金沢市自転車等駐車対策協

議会において継続的に検討します。 

  

＜長期駐輪への警告＞ 

＜放置禁止区域巡回＞ 
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【方針③】新たな駐輪施設の整備 

（１）サイクル＆ライドの促進 

・自転車と公共交通の乗り継ぎ利便性を向上させ、自転車や公

共交通の利用を促進するために、鉄道駅や主要バス停におい

て、サイクル＆ライド駐輪場の整備や機能拡充を行います。

検討にあたっては、鉄道事業者やバス事業者との連携を図る

とともに、国や県など各道路管理者への積極的な協力を求め

ていきます。 

 

（２）駐輪需要に応じた駐輪場の整備 

・北陸新幹線の金沢開業により、ひがし茶屋街などの観光地では観光客が増加し、ゴールデンウィ

ークなどの連休では、多くの歩行者で混雑します。一方で、観光地内の道路は、自転車も通行可

能であることから、歩行者と自転車との接触などによる事故が懸念されています。また、観光地

周辺には混雑する駐輪場もあり、道路上に溢れて駐輪する自転車もみられます。 

・観光地を安心して巡ることができる歩行者優先のまちづくりを推進するためにも、地元住民や商

店街などの関係者と協議し、観光地周辺における駐輪環境の整備や臨時駐輪場の設置などを検討

します。 

・市の公共施設において駐輪場を整備・拡充するとともに、上屋整備や駐輪場への案内充実などに

より、自転車利用を促進します。 

  
＜観光駐輪場の混雑状況（東山）＞       ＜観光地の混在状況（東山）＞ 

  

＜サイクル＆ライド駐輪場整備（西金沢駅）＞ 
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４－３．まもる（ルール遵守・マナー向上） 

自転車のルール遵守・マナー向上を図る 

自転車ルールやマナーを知り、理解する機会を創出するなど、関係機関と

連携し、こどもから高齢者まで幅広い年齢層や団体に対し、ルール遵守・マ

ナー向上を図ります。 

 

【方針①】ライフステージ別の交通安全教育の充実 

（１）ライフステージ別の交通安全プログラムの確立 

・自転車はこどもから高齢者まで幅広く利用することができる身近な交通手段です。一方で、世代

によって、自転車を利用する頻度や自転車利用に対する意識、自転車ルールに対する認識が異な

るため、自転車利用者の年齢層やライフステージに応じて、効果的な交通安全教育を実施するこ

とが重要となります。 

・市では、これまでも市内小学３年生に対する自転車安全教室の実施、中学生や高校生に対するル

ール・マナー検定等の実施など、各ライフステージに応じた自転車ルール・マナーの啓発を行っ

ています。これらの実績を踏まえるとともに、先進都市の事例を参考にしながら、ライフステー

ジごとの交通安全教育のポイントを整理したプログラムを確立し、切れ目のない安全教育を実施

します。 

 
＜ライフステージ別の自転車安全教育の整理事例＞ 

出典：京都市自転車安全教育プログラム
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（２）こどもや高齢者を対象とした交通安全教育の実施 

・デンマーク式自転車教室など、こどもたちや保護者が自転車の乗り方、自転車に乗る楽しさ、自

転車の基本的なルール・マナーを学び体験する

ことができるような企画を検討します。 

・高齢者向けの自転車教室を開催するなど、高齢

者の安全な自転車利用を推進します。 

・交通公園は、市民が身近に交通ルールを学ぶ重

要な場であることから、交通安全イベントの開

催など、新たな活用方法について検討します。 

 

（３）交通安全教育の継続実施 

・市内小学３年生に対する自転車安全教室、中学生や高校生に対するルール・マナー検定、自動車

教習所における交通安全啓発チラシの配布、地域サイクルマナー教室など、各ライフステージに

応じた自転車ルール・マナーの啓発を行っています。これらの交通安全教育については、継続的

に実施するとともに、法令改正などに併せて、適宜見直しを行います。 

  
＜小学３年生自転車安全教室＞       ＜地域サイクルマナー教室＞ 

 

（４）関係団体との連携による街頭指導の実施 

・「自転車マナーアップ強化の日」「自転車マナーアップの日」などにおいて、警察、街頭交通推進

隊、学校、地元町会などと連携した街頭指導を継続的に実施します。 

・金沢自転車事故対策研究会に協力し、街頭指導マニュアルを作成することで、街頭指導の意義や

正しい自転車ルールの指導方法などを学ぶことができるよう努めます。 

・自転車関連団体と連携し、自転車の日常的な点検の方法や、定期的な点検の必要性などについて

周知します。 
  

＜こども対象の交通安全教室＞ 



26 

 

【方針②】自転車損害賠償保険の加入及びヘルメットの着用促進 

（１）自転車損害賠償保険の加入促進及び加入状況調査の実施 

・「金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例」において、自転車損害賠償保険等へ

の加入が義務づけられています。自転車安全利

用促進事業連携企業・団体と連携しながら、加入

の必要性を周知し、加入を促進します。 

・自転車損害賠償保険への加入状況を把握するた

めに、アンケート調査などを行い、加入状況を継

続的に把握し、加入率が低い年代等に対して重

点的に加入を促進するなど、調査結果を活用し

た効果的な周知、啓発活動を行います。 

 

（２）ヘルメットの着用促進 

・自転車事故による死亡原因の多くが頭部損傷によるものであ

ることから、自転車利用者の命を守るヘルメット着用の必要

性を周知、啓発します。特に、条例で着用が努力義務となって

いる中学生以下及び 70歳以上の高齢者に対しては、自転車事

故による危険や死亡・重症リスクを十分に周知し、重点的に

ヘルメットの着用を促進します。 

 

 

 

 

【方針③】来街者、外国人へのルール遵守・マナー向上の啓発 

（１）来街者、外国人への安全教育の実施 

・国内外からの来街者に対して、自転車ルール遵守やマナー向上を啓発するために、多言語対応の

アプリなどを作成することで、まちのり利用者への周知を図ります。 

・留学生や技能実習生などの本市在住の外国人に対しては、多言語対応の自転車ルールチラシなど

を作成・配布し、自転車ルールやマナーを周知します。 
  

＜金沢市自転車条例サイト＞ 

＜ヘルメットの着用を周知するチラシの事例＞ 
出典：愛媛県ホームページ
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４－４．いかし ひろめる（自転車活用） 

誰もが気軽に自転車を活用できるまちづくりを推進する 

これまでの移動手段としての利用に加え、健康、観光、防災などの多様な

観点で環境にも優しい自転車の活用を推進するとともに、利用者にとって必

要な情報を広く発信します。 

 

【方針①】市民の健康的なライフスタイルの実現に向けた自転車の活用推進 

（１）健康増進や環境負荷低減につながる自転車施策の実施 
・自転車の利用は、ランニングに比べて体への負担が少なく、生活習慣病の予防や健康増進に効果

があるとの研究成果が出ています。令和元（2019）年の自転車を活用した健康増進モニター事業

では、自転車で汗をかくことで気持ちが前向きになるなどの意見もあるように、心身をリフレッ

シュする効果も指摘されています。また、化石燃料の消費量がゼロであり、環境に優しい乗り物

でもあります。 

・健康増進や環境負荷の低減に寄与する自転車の利用を PR するために、大学や企業と連携したシ

ンポジウム等を開催するとともに、ライフスタイルの様々な場面で自転車が活用できることを、

自転車店などと連携し、PR していきます。 

・市役所の業務での自転車利用を促進するために、公用自転車を増車し、近距離や中距離の移動に

おいて自転車利用を促進します。 

 
＜通勤時の手段別にみた心臓疾患・ガンによる死亡・発症リスク＞ 

出典：Cyclingood（株式会社シマノ）より引用
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（２）通勤での自転車利用の推進 

・市内企業に対し、「自転車通勤導入に関する手引き

（自転車活用推進官民連絡協議会）」などを参考と

し、自転車通勤による企業としてのメリットや従

業員個人としてのメリットを広く発信し、自転車

通勤を促進します。 

 

 

 

（３）イベント時における自転車利用の推進 

・市内で開催される各種イベントにおいて、会場への自転車利用を推進するために、公共交通の利

用と併せて、自転車利用をチラシなどで案内するとともに、会場の近くに臨時駐輪場を設置する

ことで、自転車利用者の利便性向上や交通渋滞の緩和を図ります。 

  

＜自転車通勤の様子＞ 
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【方針②】観光やまちの賑わいへの自転車の活用推進 

（１）サイクルツーリズムの推進 

・近隣市町や民間事業者、サイクリング協会、観光協会などと連携することで、市民や観光客がサ

イクリングを楽しめるイベントを開催し、金沢市を拠点としたサイクルツーリズムの推進を図り

ます。 

・金沢市中心部の歴史的なまちなみや金石・大野の港町、中山間地の里山などの魅力的な資源を発

信する、サイクリングツアーを企画開催します。サイクリングツアーは、国内の観光客だけでな

く、インバウンド向けのツアーについて検討するとともに、市民が市内の魅力を再発見するため

のツアーなどを検討し、観光やまちの賑わいへの自転車の活用を推進します。ツアーの開催にあ

たっては、必要に応じて自転車の貸出を行い、自転車を保有していない方でも幅広く参加できる

ような機会を創出します。 

・地域の魅力的な資源を巡るためにサイクリングルートを検討します。検討にあたっては、石川県

が指定するいしかわ里山里海サイクリングルートとの連携を図り、広域的な視点でのルート設定

を含めて検討します。 

・サイクリングルート沿線のトイレ、休憩スポット、

主要な施設などを示したサイクリングマップの

作成を支援するとともに、既存マップの配布に協

力します。 

・広域的なサイクルツーリズムに有効となる、自転

車を車内に持ち込むサイクルトレインの実施につ

いて、関係機関との連携を図ります。 

 

（２）サイクリスト受入環境の整備 

・サイクリストが、安全で快適にサイクリングを楽

しむことができる環境を整備するために、店舗や

宿泊施設、公共施設及び周辺自治体などと連携し、

サイクルラックの設置やトイレの利用、空気入れ

の貸出などに対応できる自転車の休憩スポットの

整備を行い、サイクリストの受け入れ環境を充実

させます。 
  

＜金沢サイクリングツアーin 金石・大野＞

＜サイクルラックの設置事例（愛媛県）> 
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【方針③】シェアサイクル「まちのり」の利用促進 

（１）まちのりの利用促進 
・令和２（2020）年３月からリニューアルし、新たに運用が開始した「まちのり」では、サイクル

ポートを 50箇所以上、自転車を 500 台設置するなど、誰もが気軽に利用できる公共シェアサイ

クルとなるように、サービス規模を拡大しています。また、電動アシスト自転車を採用し、スマ

ートフォンでの登録や利用手続きを可能とするなど、利便性の向上を図っています。 

・この「まちのり」を観光客だけでなく、市民の利用も促進するために、まちのりの登録方法や利

用方法、料金体系、活用方法に関する情報をわかりやすく情報発信するとともに、会員登録キャ

ンペーンの実施やまちのりの試乗会などを開催します。また、イベントにおいて、まちのりの利

用方法や１日パスを含めた料金体系についてチラシなどで周知し、まちのりの利用促進を図りま

す。 

・イベント開催時に臨時ポートを設置するなど、自動車から公共交通やまちのりへの転換を促し、

まちなかの渋滞緩和や回遊性向上を図ります。 

  
＜まちのりのサイクルポート（長町）＞     ＜カーフリーデーでのまちのりの PR＞ 

 

（２）まちのりの走行データを活用した利用促進 
・まちのりに搭載する GPS で把握可能な移動経路や滞留場所をはじめ、ポートの稼働状況などを

踏まえ、運営事業者と連携して、需要に応じたサイクルポートの設置を検討し、まちのりのさら

なる利用促進を図ります。サイクルポートの設

置にあたっては、道路管理者や公園管理者、鉄

道事業者、民間事業者などと協力し、利用者に

とってわかりやすく、利用しやすい最適なサイ

クルポートの配置に努めます。 

・まちのりの移動経路データを活用して、自転車

通行空間整備路線の検討を行うなど、幅広いデ

ータの活用方策について検討します。  ＜イベントでのまちのりの貸出＞ 
（大野こまちなみなーと） 
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（３）広域連携の検討 

・今後、周辺自治体においてシェアサイクルの導入が検討される場合には、自治体間での相互乗り

入れが可能となるようなシステムに改修するなど、広域的な連携を検討します。 

 

【方針④】災害時における自転車の活用 

（１）災害時における自転車の活用 

・自転車は、災害時の被災状況の把握や公共交通の代替手段として有効な移動手段となります。自

転車を指定避難所などに配備し、災害時における緊急移動手段としての活用を検討します。 

・まちのりの運営事業者と協定を締結するなど、災害時のモビリティとしての活用を検討します。 

 

【方針⑤】自転車活用のための情報の発信 

（１）ホームページなどによるわかりやすい情報の発信 

・市民のライフスタイルに自転車が浸透するように、市のホームページにおいて、自転車活用推進

に向けた情報を発信します。 

・市のホームページには、自転車の基本的なルールや駐輪

場の位置をはじめとして、ライフスタイルにおける自転

車の活用方法の提案、サイクリングコース、まちのりの

利用方法など、自転車に関する情報を一元的に閲覧でき

るものとします。また、SNS も活用し、自転車の活用に

関する情報を発信します。 

  

＜自転車活用推進に向けたポータルサイト事例＞ 
（静岡市自転車生活情報サイト） 

出典：静岡市ホームページ
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【方針⑥】サイクルアクティビティの普及促進 

（１）サイクルアクティビティの普及促進 

・日常的に通勤通学などで利用する自転車だけでなく、アクティビティとしての自転車を楽しむこ

とができる環境を創出し、自転車関連団体と連携して、マウンテンバイクや e-bike などを活用

したイベントなどを実施することで、自転車利用の裾野拡大を図ります。 

・自転車競技の普及を促進するために、正しい自転車の乗り方や自転車運転技術を学ぶ講習会を開

催する自転車関連団体との連携を図ります。 

 

（２）多様な自転車の活用促進 

・自転車には、年齢や個人の体力、用途などに応じた様々な種類があります。電動アシスト自転車

は、坂道が多い土地での運転に有効であり、近年ロードバイクやマウンテンバイクなどのスポー

ツ車にアシスト機能を搭載した e-bike なども普及し始めています。また、タンデム自転車は、

視覚障害者が後部座席に乗ってサイクリングを楽しむことができる自転車であり、キックバイク

は、幼児がバランス感覚を養うことで、安全な自転車の運転技術を身につけることができます。

このように、多様な自転車の種類や用途などについて情報を整理し、発信することで、自転車の

多様な魅力を広め、自転車の活用を促進します。 

  
＜キックバイクの体験会＞              ＜e-bike の体験会＞ 
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５．計画の推進に向けて  
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５－１．計画推進の指標 

本計画では、「はしる」「とめる」「まもる」「いかし ひろめる」の４つの基本方針ごとに自転

車施策を推進することから、各基本方針や施策に対応し、計画の達成状況をフォローアップする

指標を定めます。 

目標年は、計画期間の最終年である令和 11（2029）年度としますが、計画の進捗は毎年フォ

ローアップを行い、適宜指標や数値の見直しを検討します。 

 

＜計画の目標指標と目標値＞ 

自転車活用推進計画の指標 基本方針 

指標名 目標値 
（R11 年度）

現状値 
は
し
る

と
め
る

ま
も
る

ひ
ろ
め
る

い
か
し

自転車通行空間整備延長 60km以上 
36.4km 

（R元年度）
●  ●  

自転車関連事故件数 100 件以下 
184 件 
（R元年）

●  ●  

長期駐輪移動台数 1,400 台以下
1,531 台 
（H30 年度）

 ●   

路上放置自転車撤去台数 200 台以下 
327 台 

（H30 年度）
 ●   

自転車損害賠償保険の加入率 
（アンケート調査より） 

80％以上 
64.9％ 

（R元年度）
  ●  

自転車ルールの認知度 
（アンケート調査より） 

90％以上 
市民 86％
高校生 84％
（R元年度）

  ●  

自転車利用頻度（月に数回以上利用） 
（アンケート調査より） 

60％以上 
市民 42％
（R元年度）

   ● 

自転車利用が健康増進に 
つながると思う人の割合 
（アンケート調査より） 

60％以上 －    ● 

市民のまちのり利用経験者の割合 
（アンケート調査より） 

30％以上 
９％ 

（R元年度）
   ● 

まちのり利用者数 10 万人以上
63,284 人 
（H30 年度）

   ● 
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５－２．計画の推進体制 

本計画は、庁内関係部署や関係団体と密に連携を図り、各種自転車施策を推進します。 

計画の進捗状況については、学識者や関係者により構成する「金沢自転車ネットワーク協議会」

や「金沢市自転車等駐車対策協議会」などにおいて適宜報告します。 

 

５－３．計画のフォローアップ 

計画の進捗については、「５－１．計画推進の指標」に基づき、毎年進捗をフォローアップし

ます。フォローアップ結果を踏まえて、達成状況や各施策の進捗状況を確認します。 

本計画の計画期間は、令和２（2020）～11（2029）年度の 10 年間ですが、国の自転車活用推

進計画の見直し及び本市の総合計画や交通戦略、各種関連計画の見直し、自転車利用実態の変化

などを踏まえるために、策定からおおむね５年での中間見直しを行います。 

 

 

 

＜フォローアップスケジュール＞ 

  

令和2（2020）～11（2029）年度
【本計画】

令和12（2030）年度～
【次期計画】

計画の中間見直し 次期計画への見直し
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１．計画策定委員会 委員名簿  

区分 所  属 氏 名 備考 

有識者 

金沢大学 理工研究域 

地球社会基盤学系 教授 
髙山 純一 委員長 

金沢大学 人間社会研究域 

人間科学系 教授 
岩田 英樹  

地球の友・金沢 三国 成子  

関係団体 

市民代表 

一般社団法人金沢市観光協会 

副理事長 
八田 誠  

石川県サイクリング協会 

理事長 
岡本 勇  

金沢商工会議所 理事 林 重毅  

金沢市町会連合会 副会長 森川 文博  

金沢市校下婦人会連絡協議会 

副会長 
安嶋 弘子  

金沢市ＰＴＡ協議会 副会長 中佐 寛喜  

公募委員 田中 千絵  

公募委員 森田 郁代  

警察 

行政関係 

石川県警察本部交通部  

交通企画課 課長 
久田 悦弘  

国土交通省 北陸地方整備局 
金沢河川国道事務所 
調査第二課課長

川原 克美  

（敬称略） 
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２．計画策定の流れ 

年月日 会議・調査名 会議内容・調査内容 

令和元（2019）年 

７月１日～11 月 30 日

自転車を活用した健康増進

モニター 

・健康増進の観点から、モニターを募集し、

日々の自転車活用の記録やアンケートから自

転車が健康に与える影響等を調査 

令和元（2019）年 

７月５日 

第１回 金沢市自転車活用

推進計画策定委員会 

・これまでの経緯、計画策定の背景と目的 

・「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」

の進捗状況 

・「金沢市自転車活用推進計画」の方向性 

令和元（2019）年 

７月 10～31 日 
高校生アンケート調査 

・金沢の中心部を６地区に区分（まちなか、駅

西、西南部、東部、城北、南部）し、各地区

から１校を抽出して調査を実施 

令和元（2019）年 

８月 17～18 日 
観光客アンケート調査 

・お盆期間中にまちのりを利用した観光客に調

査を実施 

令和元（2019）年 

８月 30 日～９月 20 日
一般市民アンケート調査 

・金沢市の eモニター登録者、市内に勤務する

方、市職員に対して調査を実施 

令和元（2019）年 

９月２～20日 
事業所アンケート調査 

・金沢商工会議所の各種委員会より市内企業を

抽出して、自転車通勤の実態に関する調査を

実施 

令和元（2019）年 

９月 29 日 

第１回金沢サイクリング 

ツアーin 金石・大野 ・金石・大野地区を対象とし、サイクルツーリ

ズムの推進を図ることを目的にモニターツア

ーを開催 令和元（2019）年 

10 月６日 

第２回金沢サイクリング 

ツアーin 金石・大野 

令和元（2019）年 

10 月 31 日 

第２回 金沢市自転車活用

推進計画策定委員会 

・金沢の自転車利用環境に関するアンケート調

査結果（概要版） 

・モニター事業の実施報告 

・「金沢市自転車活用推進計画」概要版（素案）

令和元（2019）年 

11 月 22 日～12 月 21 日 
パブリックコメント 

・計画（骨子案）に対するパブリックコメント

を実施 

令和２（2020）年 

２月 26 日 

第３回 金沢市自転車活用

推進計画策定委員会 

・パブリックコメントの結果 

・「金沢市自転車活用推進計画」（案）について

（概要版・本編） 
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